
歳 出 予 算 額 は と もに1,300,405,000円 で あ つ

て、 この 歳 入 、 歳 出 予 算 の 内 訳 は 、 次 の と お り で あ

るo

〔歳 入 〕

保 険 料収 入209,595,000(円)

利 子 収 入32,500,000(〃)

一 般 会 計 よ り受 入100,000,000(")

雑 収 入485,559,000(")

前 年 度 剰 余 金受 入472,751,000(")

(合 計)1,300,405,000(〃)

〔歳m〕

保 険 金735,818,000(〃)

事 務 取 扱 費31,765,000(〃)

予 備 費532,822,000(〃)

(合 計)1,300,405,000(〃)

4,石 炭 対 策 特 別 会 計

(1)概 説

石 炭 対 策 特 別 会 計 は、 石 炭 対 策 に 関 す る 政 府 の 経

理 を明 確 に す る た め、 「石 炭 苅 策 特 別 会 計 法1(昭

和42年 法 律 第12号)に よ り設 置 され た もの で、

そ の 管 理 に つ い ては 大 蔵 省 、 通 商 産 業 省 齢 よび 労 働

省 の 共 同 所 管 と な つ て い る。

石 炭 対 策 は 、 石 炭 鉱 業 の 現 状 が もた らす 国 民 経 済

的 影 響 に か ん が み 、 石 炭 鉱 業 の 合 理 化 安 定 、 これ に

関 連 す る 雇 用 の 安 定 、 産 炭 地 域 の振 興 な らび に 石 炭

鉱 害 の 復 旧の た め に と られ る 総 合 的 な 施 策 を実 施 す

る もの で あ る。

(2)予 算 の 内 容

昭 和43年 度 石 炭 対 策 特 別 会 計 の 歳 入 ・歳 出予 算

額 は と も に59,683,0GO,000円 で あつ て この

歳 入 、 歳 出 予 算 の 内 容 は 、 次 の と お り で あ る。

〔歳 入 〕

関 税59,632,000,000(")

前 年 度 剰 余 金 受 入1・000・000(")

雑 収 入50,000・000(")

(合 計)59,683,000,000(")

〔歳 出 〕

石 炭 鉱 業 合 理 化 安 定 対 策 費

41,353,540,000(")

鉱 害 対 策 費7,796,431,000(")

産 炭 地 域 振 興 対 策 費

3,294,399,000(")

事 務 処 理 費904,9・8・ …(")

炭 鉱 離 職 者 援 護 対 策 費

5,090,502,000(〃)

諸 支 出 金100・000(")

予 備 費1,243,11qOOO(〃)

(合 計)59,683,000,000(〃)

〔注 〕歳 出 予 算 の 項 中 炭 鉱 離 職 者 援 護 対 策費 は 、

労 働 省 所 管 分 、 諸 支 出 金 は 大 蔵 省 所 管 分 で

あ る。

4.法 規の 制定 お よび 改 正 の概 要

第60臨 時 国会(会 期昭 和43年12月10日 ～43年

12月21日)に 診い て継 続審 議 と され た 日本 合成 ゴム株

式 会社 に関す る 臨時 措置 に関す る法 律 を廃 止す る法律 は、

第61国 会(会 期昭和43年12月27日 ～ 昭 和44年8

月5日)で 成立 をみ た。

第61通 常 国会 には11件 の法律 案 が提wさ れ たが その

うち9件 が 成立、2件 が廃 案 となつ た。

第61臨 時 国会 におい て成立 した法 律 の概要 は次 の とお

りで あ る。

・ 産 炭地 域 にお け る中小 企業 者 につい ての 中小 企業 信用

保 険 に 関す る特 別措置 等 に関 する 法律 の一 部 を改 正す る

法律(公 布3月31日)

(要 旨)同 法 の存続 期間 を5年 間 延長 して 昭和49年3

月31日 まで と した。

・ 日本 合成 ゴム株式 会社 に関す る臨 時措置 に関す る法 律

を廃止 す る法 律(公 布昭和44年4月1日)

(要 旨)最 近 に 語け る 日本 合成 ゴム株式 会社 の運 営 の状

況 に かん がみ、 同法 を廃 止 した。

・ 通商 産 業省 設置 法 の一 部 を改 正 す る法 律(公 布4月

14日)

(要 旨)通 商 産業 省 職員 の資 質 の向上 を図 るため、 「

通 商 産業 研修所」 を設置 した。

・ 特 定 繊維工 業 構造 改善 臨時 措置 法 の一 部 を改 正 す る法

律(公 布4月30日)

(要 旨)構 造改 善対 策 を実 施す べ き業種 と して、 染色 業

お よび メ リヤ ス製 造業 を追 加 す る と ともに、 これ

らの業種 を繊 維工業 構造 改善 事 業協会 の 行な う信

用保 証 業 務 の対象 に加 え る等の 改正 を行 なつ た。

・ 石 炭鉱業 合理化 臨時 措置 法 の一 部 を改 正す る法律(

(公 布5月12日)

(要 旨)石 炭鉱 業 を営 む企業 が解 散 す る場合 に、債 務 の

種 類 に応 じて 算 出 した 額 の交付 金(石 炭 鉱 山整 理

特 別 交付金)を 交 付す る 制度 を設 け る等 の措 置 を

講 じた。

・ 石炭 鉱 業再建 整 備 臨時措 置法 の一 部 を改 正す る法律

(公 布5月12日)

(要 旨)通 商 産業 大 臣が認 定 した 再建 整備 計 画に従 つ て、

石 炭鉱 業 を営 む企業 に対 し、 金融債 務 お よび賃 金

債務 を返 済す るた めの資金 と して再建 交付 金 を交'

付 す る等 の措 置 を講ず る こと と した。

。 石炭鉱 業 経理 規 制臨時 措 置法 の一 部 を改 正 す る法律

(公 布5月i2日)

(要 旨)石 炭鉱 業安 定 補給 金の交 付 を受 け る会社 につい

て経 理 の適 正化 を 図る た めに必 要 な措置 を講ず る

等 の改 正 を行 なつ た。

・ 中 小 企業 近代 化促 進法 の一 部 を改 正す る法律

(公 布5月30日)

(要 旨)中 小企 業 の構造 改善 を促 進 す るた め、 緊 急に 構

造 改 善対 策 を実 施す る必要 が ある業種 に つい て、

構造 改善計 画 を定 め、 主務 大 臣 の承認 を受 け た場

合 には、 これに基 づ く事 業 に対 し、 税 制面 そ の他



の助 成 措置 を講 ず る こと と した。

・ 軽 機械 の輸 出の振 興 に 関する法 律 を廃 止す る等 の法律

(公 布6月30日)

(要 旨)同 法 の廃止 期限(昭 和44年6月30日)の 到

来 に伴い 、 同法 を廃止 する等 の措置 を講 じたQ

以上の ほ 瓜 通 商 産業 省関係 の法 律 と して次の5件 があ

る。

・ 同和 対 策事業 特別 措置 法(公 布7月10日)

・ 炭鉱 離職 者臨 時措 置法 の一 部 を改正 す る法律

(公 布5八12日)

・ 石炭鉱業 経 理規 制 臨時 措 置法 の・一部 を改 正す る法律

(公 布5月12日)

・ 沖 縄 にむけ る免 許試験 澄 よび 免許 資格 の特 例 に関 する

暫定 措 置法(公 布6月27日)

・ 石炭 対 策特別 会 計法 の一 部 を改正 す る法 律

(公 布6月16日)

5広 報 活 動

わが 国経 済は42年 下 期 よりい わゆ る、"自由化時代11uc

入 っ た が、 そ れは第1段 階に す ぎず、 完 全 な自由化 は さ ら

に 段階 的 に推進 されね ばな らない。44年3月 には 引続 き

第2次 の 自由化が実 施 され、 自由化 の 完遂 を 目指 してわが

国 産 業の競 争 力強 化 のため の体 制整備 が 急が れ てい る。

このた め43年 には企 業 の大型 合併 と新 産業 部 門 の積極

的開 発が と りあげ られた の で こ う した面 のPRが 積 極的 に

展 開 された。

以下 その広 報活 動 につい て のべ る。

(1)通 産行 政 の徹底 と情報収 集

通 産省 の政 策決定 機 関 で ある 「省 議」 でき まつた もの お

よび法 令の施 行 等 につい て、 直 ちに新 聞、 ラジオ、 テ レビ

等 に よh国 内お よび 海外 に も周知 をは か るほ カ＼ 出先 機 開

で あ る各地 方通 商産業 商、 各通 商事 務所、 都 道 府 県、 各地

税 関 等と連絡 をとh施 策 の徹底 をは かつ てい る。

また海 外 か らの 情報 につい ては海外 駐 在 の大 ・公使、 領

事 勘 よび ジエ トロの海 外駐在 員等 よh、 通 商 関係 は勿論 わ

が 国産 業に 影響 の ある情 報 は 大小 を問はず 収 集整理 して施

策の 参 考 に してい る。

(2)新 聞、 通 信

広 報 事項は各 新 聞 、通 信社 の通 商産業 省詰 記者 タ ラブ

(釆 女会 … …18社 、 虎 の門記 者 ク ラブ… …10社 、 ペ

ンク ラブ… …72社)に 対 して発 表 する。

また 重要 施策、 時 事問題 につい ては 大臣、 次官 または 関

係局 部課 長 を 中心に 記者 団会 見 あるい は新 聞、 通 信社 等 の

編集 ス タツ7等 との 懇談会 をとお して意 見 の交換 を行 ない

世 論 の動 向 のは握 につ とめ てい る。

③ ラジオ、 テ レ ビ放送

一般 公式 発 表 と して
、 ラジオお よび テ レ ビに於 い て も新

聞 と同 じよ うに発表 してい る。

また テー マ に よつ ては 総理 府広 報室 の協 力を得 てPRの

万 全 を期 してい る。

このほ か海 外 向け と してNHK国 際 局 を とお して行 な つ

て お り・ 年 々 ネッ トワー ク も拡大 され て世界 の 隅 々 までゆ

きわ た るの もそ う遠 くはな い。

(4)出 版

通 商 産業 政策 のPRは 右 の よ うに して普及 され てい るが、

さ らに 出版 物 と しては、 日日の施 策は 日刊紙 「通産 省 公報」

に よ り、 また 重要 施 策、 法 令等 の解 明は 月刊 誌 「通 産 商業」

を と知 してそ の趣 旨の徹 底 をは かつ てい る。

このほ か 総理府 広 報室 の協 力 を得 て 「官 報資料 版」 、

「時 の 動 き」 、 「広報 だ よh」 、 「壁 新 聞」 お よび写 真 に

よるPR版 「フオ ト」 等 に よh施 策 の普 及 につ とめてい る
。

これ らの 政府 関係 広報 出版 物 お よび主要 な資料 は一般 政

府 刊 行物 とと もに 「政府刊 行物 サ ー ビス セン ター(東 京 霞

ガ関)」 訟 よび各府 県 の 「サー ビスス テー シ ヨン」 に 備え

つ け て一般 の利 用 に供 してい る。

(5)通 商産 業 相談所

通 商 産業 省の広 報 活動 の大 要は 右 にのべ た 方法 で行 なつ

ている 瓜 実 際 の具体 的 問題 につい て相談 や 説 明 に応 ず る

た め 「相 談所」 を設け、 また案 内所 も併置 して一般 来訪 者

の便 宜 をはか つ てい る。

(6)そ の他

法律、 政 令、 行 政 等の 公布 施行 に あたつ て問題 点 の疑 義

を解 明 する ため に、 各 地 に 誇いて講 演会 、説 明会 を開催 し

て通 産行 政 の浸 透に 万全 を期 して い る。

s.昭 和43年 度 の生 産 ・出荷 ・在庫 動 向

(1)生 産

昭和43年 度 の鉱 工業 生産 指数(昭 和40年 基 準)は

164.9で 、 前年度 に比 べ17 .2%上 昇 した。 この結 果鉱

工 業生 産の 伸びは、41年 度17,i、42年 度18 .7、43

年度17.2と3年 続 け て17%を 超 え、40年 末 か ら始 ま

つ た経済 の上 昇拡 大傾 向が 依然 と して根 強い基 調 に ある こ

とを示 した。

43年 度 の生 産 の上昇 要因 と しては、 供 給面 では 生産 能

力の上 昇、 需 要面 では設備 投 資 の堅 調、澄 う盛 な消費 需 要

お よび輸 出 の好 調が あげ られ る。

43年 度 に おけ る生産 動 向 を業種 別 にみ る と
、 すべ て の

業 種 が42年 度 を上 回 つ てお り、 と くに機械 工業(対 前年

土昇 率27.1%)、 金属製 品 工業(同21.3%)が20%

を超 え る高 い伸 び を示 し、 つい で非鉄 金属 工業(同19 .3

%)、 皮 革 製品エ 業(同i8.4%)、 ゴム製品 エ業(同

17.5%)の3業 種が いず れ も17%を 超 え る高 い 伸び を

示 した。 ま た、前 年度VC23.7%も の 高い伸 び を示 した鉄

鋼 業 は、 今年度 は12.5%の 上昇 に止 ま つた。 この他 の業

種 で、 伸 びが 大 きかつ た もの と しては、 化 学工 業 の15.5

%、 石 油 ・石 炭製品工 業 の14,4%が ある。

この よ うに43年 度 の生産上 昇 を 支え た業 種 は、 機械 工

業 を初 め金 属製 品工業 、 非鉄 金属エ 業、 ゴ ム製 品工 業、化

学工 業、 石 油 ・石炭製 品 工 業等の重 化学工 業 部 門 であh、

と りわけ 機械 工業 の鉱 工業 生 産の上 昇 には た した 役 割は大

きい。 機 械工業 は、 実 に生 産上 昇の 半 分以 上(43年 年間

上 昇寄 一与率55.1%)を 占め た。

特 殊 分類 別 にみ て もいず れ の財 の生 産 も昭 和42年 度 水

準 を上 回つ てお り、 な か で も耐久 消費 財(同30.4%)、

輸送 機械 を除 く資 本財(同27.4%)の 伸 び が著 し く、 資

本財(同23.3%)、 建 設資材(同16.1%)、 生 産財


